休業期間中の傷病の状態について
令和　　年　　月　　日に発生した災害により被った負傷の療養に伴う令和　 年
　月　　日から令和　　年　　月　　日までの休業補償給付支給請求に関して、その間の傷病状態等については、以下のとおりであったことを報告いたします。
１　通院期間について

（通院回数）

◇請求期間のうち通院期間中には、週　　　　日程度通院していました。

（通院方法）

◇自分で車を運転し通院した。　　　　　　（　　月　　日　～　　月　　日まで）

◇自分でバイクを運転し通院した。　　　　（　　月　　日　～　　月　　日まで）

◇交通機関（バス等）を利用し通院した。　（　　月　　日　～　　月　　日まで）

利用した交通機関は、　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

◇その他　　　　　　　　　　で通院した。（　　月　　日　～　　月　　日まで）

２　今回の休業請求期間中における貴方の症状について

　　（病院でどういう治療を受けていましたか）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　（どういう症状がありましたか）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３　通院期間中において、担当医（主治医）からどのような指示・指導がありましたか

　　（治療内容や治療方針について）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（検査結果について）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（症状改善の程度や改善の見込み）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

（仕事復帰や復帰時期などに対する指示・説明、仕事ができない理由）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

（治ゆの見込み時期）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

４　身体の状態について

· 作業現場の作業場の下見、見回り作業、見積り作業が出来るようになったのは、

令和　　年　　月　　日からです。

· 軽作業が出来るようになったのは、

令和　　年　　月　　日からです。

（たとえば、　　　　　　　　　　　　　　　　　　の作業をしました。）

· 作業現場や作業場で本来の作業が出来るようになったのは、

令和　　年　　月　　日からです。

５　休業期間中の日常生活の状況について

（通院の日はどうしていましたか）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（通院しない日はどうしていましたか）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６　今回の休業請求期間における具体的な通院、入院や就労の状況については、別紙のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7　今回の休業補償給付請求期間について、どういう身体の状態のため休業しなければならなかったか（ご自分の考えで結構です。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
8　負傷当日について（初回請求時のみ記載）
　　ア　勤務を中断し、病院へ行った。
　　イ　最後まで勤務した後、病院へ行った。
　　ウ　　　　月　　　日に　　　　　　病院へ行った。

　　　　
以上のとおり相違ありません。

仙台労働基準監督署長　　殿
令和　　年　　月　　日

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
携帯等の連絡が取れる電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　
【休業補償給付請求の支給要件について】
※通院療養の期間は、傷病の状態から、本来の業務及びそれに付帯する業務（事務作業など）が全部行えないと認められなければ、支給対象にはなりません。
※労災保険上の「労働不能」は個々の職種に応じて判断されるものではなく、一般的な労働不能（軽作業ができないこと）を意味します。したがって、労働災害前に従事していた労働はできないが、軽作業（事務作業など）はできる状態にある場合は、休業補償給付の支給要件を満たさないこととなります。
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